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日本藻類学会々則

第 1条 本会(tH:本係数学会と称する。

第 2条 本会(主税学の進歩;'"，'1土を関り， 01-せて会員相互のえl!紛故に税障を図ること

を日的とする。

第 3条 本会11前条の EIがjを速するためにikの事業を行う。

l 総会の開俄 (年 1[ill) 

~. 泌阪に|刻する研究会，講習会，採集会等の開催

3. 定期刊行物の発刊

4. その 他百ij条の 11的を述するために必要な事業

第 4条 本会の事務所は会長が適当と;w，める場所におく。

第 5条 本会の事業年度l土4刀l臼に始まり，翌年 3月 311.1に終る。

第 6条 会員は次の 3:fitlとする。

1. 普通会員(渓lltiに関心をもち，本会の組旨に賛同する伽1人5<'::t.団体で，役員

会の承認するもの)。

2 名券会員 (海学の発達に貢献があり，本会の極旨にftl'iJする俳1人で，役員会
の綾隠するもの)。

3. 特別会員(本会の趨旨に質問し，本会の発肢に特に寄与ーした例人又は団体で，

役員会の推薦するもの入

第 7条 本会に入会するには，住所，氏名(間体名)， J級事長を記入した入会申込書を

会長に子干':11:¥すものとする。

tB 8条 会員は毎年会費 1800 門 (ザ:~I'.: .t.、 I~Wfi ) を前納するものとする。但し，名符
会員(次条に定める名誉会長を合t\.) 及びヰ~'i )JIJ会員l主会伐を裂しない。外国会員の

会授は 2100門と する。

第 9条 本会に11次の役.Qを1向く。
会 長 1名。 幹事法干名。 訴議員;;'r-f・ノ点。 ~t ，il' ~;;i -'Ji: 2 1"I 

役員の任~UIは 2 ヶ年とし重任することが 11\米る。([! L ，会長と好議員はヲ|絞き 3JllI 
選IHされることは11¥米ない。

役員選 IUの貌定l よ }JIJ に定める。 ( HJIIJ第 l 条~ 負~ IJ条)

本会に名誉会長を似くことが11¥米る。

告書 10条 会長11会を代表し，会務の全体を統べるo *'PJCI工会長の必を受けて日常の

会務を行う。会青l'~ザ牝I前年度の iknJl1jIF.の状況など 1r-!ii;iれする。

第 11条 iW;議員{;t;汗議員会をfi'l!成し，会の要務に関し会長の約1i1Jにあずかる。評議

員会l主会長が招集し， また文討をもって，これに代えることが11¥米る。

第 12条 本会は:iEJllI刊行物「品HtUを年 41百!刊行し，会fl.に無料てー頒布する。
(十J' JlIJ) 

第 i条 会長111碕内在住の会会員の投22ーにより.会員のli..選で定める(その際評議

員会l主参考のため若干名の候補者を推æ~ するこ とが 11\米る )。 幹']1:1よ会長が会員 '1 '
よりこれを指名委嘱する。会 ~ti 政‘jもは持必1t会の協議に上り， ~ 1t 'I' から ì:Nび総会
にJづいて77(，総合受ける。

第 2条 Jfi議員の選川は次の二刀法ーによる。

1. 各地区別に会員"1'より選11.¥される。その定1tはれj也|ベ l/(，とし，会員数が 50
名を越える地区では 50名までごとに 1~れを加える。

2. 総会において会長が会員中より T汁れを搬 i!iする。似し.その数(土全員干議員

の 1/3を越えることはH¥米ーない。
地区制は次の 7地区とする。

北海道地区。東北地区。 l拘束地区(新潟，長野，111梨を含む)0'1'部j也氏(二重を含む)。

近畿地区。 rl'図 ・IIq同地区。九州地区(i'I'織を合む)。
第 3条 会長，幹'JOえひ。会a十W，i:JCI士宮平議nを派ilすることは IL¥)*なL、。

第 4条 会長および j也区選 1(\ の評議員に欠員を ~I:. じた場合 l 土， liij任者の残余期間次
点者をもって充当する。

第 5 条 会員がパッ Fナンハーを求めるときは各巻 J800門，分 1111の場合(土谷号 600
門とし，非会.Qの予約品，Yi1t料は作号 900門とする。

第 6条 本会則はl府軍n48年 JO刀 1nより』直行する。




